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１．成年後見制度と社会保険労務士 

認知症や知的障害、精神障害によって判断能力の不自由な方は、自分の財産管理や生活にかかわる契約をおこなうこ

とが困難であったりしますし、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。成年後見制度はこのような方が安心して暮らせるよう

に、ご本人を保護し、法律面や生活面で支援する制度です。支援は、ご本人の気持ちを尊重しながら、代わりに預貯金や不

動産の管理などをする「財産管理」、福祉サービスの利用など、生活環境を整えるという「身上監護」をおこないます。 

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。法定後見制度は、既にご本人の判断能力が不十分とな

り、自分では契約などができなくなった場合に、家庭裁判所がご本人を支援する法定後見人等の適任者を決定する制度で

す。家庭裁判所は定期的に法定後見人等から報告を求め、法定後見人等の業務を監督します。判断能力の程度により補

助、補佐、後見（軽い順）の３つの制度が利用でき、それぞれ支援してもらうことが異なります。任意後見制度は、判断能力

が衰える前に任意後見人予定者を決めて、公正証書による任意後見契約を締結しておく制度です。ご本人の判断能力が不

十分になった時に、任意後見人がご本人を援助します。任意後見契約は、任意後見受任者等が家庭裁判所に任意後見監

督人の選任申立をし、選任されることにより発効し、任意後見監督人は任意後見人の業務を監督します。 

成年後見に不可欠な老齢・障害・遺族年金や各種健康保険、介護保険等の法律に精通する社会保険労務士は、専門職後

見人として成年後見制度に取り組んでいます。制度の手続き等詳しく知りたいという方はお気軽にご相談ください。 

２．「働き方改革法」に対する企業の意識 ～企業アンケートの結果～ 

人材採用・入社後活躍の企業が、人事担当者向けの総合情報サイトで、経営者や人事担当者を対象に「働き方改革法案

について」アンケート調査を行いました（回答者 648 名）。それを基に、企業の認識の実態を紹介します。 

◆調査結果の概要 

１ 「働き方改革法案」の認知度：「働き方改革法案」を知っているかという質問に対して、「概要を知っている」（74％）、

「内容を含め知っている」（21％）と、認知度は 95％に達しています。 

２ 経営への支障度合：次に、「働き方改革法案」が施行されることで経営に支障がでるかという質問に対しては、「大き

な支障が出る」（９％）、「やや支障がでる」（38％）とあり、企業規模が大きくなるにつれて「支障がでる」と回答する割

合が増加しています。 

３ 経営に支障が出そうな法案について：「経営に支障がでる」と回答した方に、「支障が出そうな法案はどれか」という

質問に対しては、「時間外労働（残業）の上限規制」（66％）が最も多く、次に「年次有給の取得義務化」（54％）、「同一

労働同一賃金の義務化」（43％）と続きます。また、業種別に見ると、広告・出版・マスコミ関連の「時間外労働の上限

規制」（80％）、「年次有給取得の義務化」（70％）、商社の「時間外労働の上限規制」（74％）が目立っています。 

働き方については、日本は他国より遅れており、国が柔軟に対応して働き方が多様化すると各人の多くの問題が解決す

るという従業員にとって肯定的な意見と、一方で能力差があると思われる職場で同一労働同一賃金は判断が厳しい、残業 

上限や有給の義務化で生産性が下がって人件費が上がり、 

コスト増となるのではと考える否定的な意見もあります。 

【参考：エン・ジャパン「企業に聞く「働き方改革法案」実態調査」 

https://corp.en-japan.com/newsrelease/2018/14941.html】 
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2021 年より中小企業にも適用される「同一労働同一賃金」。簡単に言えば、パートと社員
が同じ内容の仕事をしていたら同じ賃金を支払う、パートだからと給与を低くするのは NG
で、給与差があるならその理由が説明できるようにしておくこと」というものです。この対策こ
そが「職務分析」です。先日「職務分析の導入」を学んできましたが、感じたことは職務分析
の本当の目的は「パートタイム労働者の納得度を高めてやる気を引きだす」ことです。「パー
トにも高い給与払う余裕がない…」というお声を聞くこともありますが、人材不足の中、優秀な
パートさんの重要性は更に重要になってきます。（秋山） 
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